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平成　6　年　2　月　8　日

経済ヌ寸策閣僚会’議
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・我が国経済はなお調整過程にあり、景気は依然厳しい状況が続いている。

すなわち、バブル経済の崩壊の影響もあって、′民間企業設臥耐久消費肝

等のストック調整が長期化する十方、雇用情勢にも厳しさがみられること

に加え、内外経済環境の変化が経済の中期的な不透明感、閉塞感を生み出

し、民間部門の心理を大きく萎縮させている。しかしながら、これまでゐ

累次にわたる経済対策の効果もあって、住宅建設や公葬投資が経済活動を

下支えしている中、民間部門でも種々の調整が進展しつつあるほか、「部

には創造的な事業展開を積極的に図る動きもみられる。

政府としては、こうした景気回復への芽を膨らませ、我が国経済を6年

度中の出来るだけ早い時期に本格的な回復軌道に乗せ、7年度以降ゐ安定

成長を確実なものにするとともに、本格的な高齢化社会の到来への対応な

ど中長期的課題にも取り組んでいくため、来年度未までの間に可能な限り

有効な施策を展開．していくことが重要であるとの認識のもと、今般、15

兆円を上回る史上最大の規模の総合的な経済対策を講ずることとした。‘本

対策は、以下のような三つの観点に立った幅広い諸施策を推進しようとす

るものである。

第一に、予断を許さぬ現在の我が国経済に対し、景気浮揚のための内需

拡大を図ることが重要である。このため、所得減税の巽施等、公共投資等

の拡大、住宅投資や民間設備投資の促進策を行う・。

第二に、バブル経済の崩壊、国際情勢の変化等を背景に事業環境等今の一

影響が大きい分野への適切な対応を行うことが必要セある。このため、土

地の有効利用の催臥中小企業の構造調整等の支醸、農業の国際イトの対

応、雇用の安定の確保、金融・証券市場の活性化等に関する施策を講ずる。

第三に、経済の先行きに由する不透明感の払拭、閉塞感の打破を通じて、
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我が国民間経済の本来持っている活力や創造性に富んだ企業家精神を喚起

しつつ、我が国経済の将来的な発展環境を整備していくことが不可欠であ

る。このため、新規産業創出の促進と発展の支援、・新規事業の拡大等につ

ながる規制緩和の継続的推進を図る。また、引き続き調和ある対外経済関

係の形成に努める。

政府としては、上記のような観点からの諸施策を一体と・して推進しっっ、

平成5年度第3次補正予算及び平成6年度予算を通じて可能な限り景気に

配慮するよう努めることにより、当面の厳しい経済状況を克服すると

に、諸分野における困難な課題の克服や我が国経済の中核をなす民間

主体のダイナミックな活力の発揮に裏打ちされた本格的な景気回復と、安

定した持続的成長経路への移行が確保されることを期するものである。・

●
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葺 I．景気字揚のための内需拡大

1．所得減税の実施等

（1）項在の景気の低迷を打開するため、平成6年度限りの措置として5兆4，700億

円の所得税・住民税の特別減税を実施する。
l

（2）法人特別税及び普通乗用自動車に係る消費税率の特例は、平成5年度未をもって廃

止する。

（3）税制改革については、公正で活力ある高齢化社会を実現するため、引き続き検討を

進め、年内の国会において関係の法律を成立させるものとする。

2．公共投資等の拡大

公共投資等については、次のとおり総額7兆2，000億円の事業規模を確保する。

この新たに追加される分も含め、今後とも、労務、資材等の面で支障を生じないよう十

分配慮し、所要の審査・手続きを円滑に進めつつ、公共事業等の円滑かつ着実な施行に

努める。また、地方公共団体においても、地方朝虫事業を含む事業の円滑かつ着実な施

行を図るよう要請する。

（1）一般公共事業については、各地堰済の実情を踏まえ、国民生活の質の向上に重点

を置いた分野にできる限り配慮しつ1事業費3兆5，900億円（公団等の事業を

含む）を追加する。

このうち、公共事業の円滑な実施を図るため、地価動向に十分配定しつ1
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7，800億円の糊莫で公共用地の先行取得を行う。

（2）国民生活基盤、研究開発基盤等の充実を図るため、教育、研究、医療等のための施

設等の整備を推進することとし、事業費6∴1・00億円を追加する。

（3）地方単独事業については、地域の刻青に即し生活環埠の質の向上地域の潮封ヒ

等の観点に立っ七平成6年度の事業執行を含玖切れ目なぐ積固勺に展開していく
l

こととし、平成5年度においても、その弾力軋機動的な執行を図ることとし

3，000億円の事業費の追加を要請する。

また、公共用地の先行取得については、1兆5，000億円の規模で事業費の拡大

を要請する。

（4）住宅建設の促進を図るため、住宅金融公庫の事業矧莫1兆2，000億円を追加す

る。

’3．住宅投資の促進’

住宅投資については、良質な住宅建設を促進し、景気拡大に資するため、住宅金融公

庫の融資の追加及び住宅関連税制ヴ塞充を図るほカ＼容積率の割増制度の運用の弾力化、

住宅建設コストの低温私住宅宅地供給のための諸施策を推進する。

（1）住宅翁敢公庫の融資の追加

住宅金融公庫の融資について、貸付枠を7万戸追加し、7．7万戸（当初貸付枠比

22万戸増）とする。
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（2）住宅関連税制の拡充

閏連の税制に関しては住宅建設の促進に資する観点から、以下の有効かつ適

切な措置を平成6年度税制改正において講ずる。

①住宅取得促進税制の所得要件を緩和する。

②　住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例について、特例計算限度額を引き上げる

とともに、所得要件等を緩和する。

（3）容蹟率の割嗜制度の運用の弾力化等

①　特定街区、高度利用地区等における容積率の割増制度について、地域の実情等に

応じ、＋定の計画的な住宅プロジェクトについては、より適切な割増しが可能とな

るよう運用の弾力化を行うほカ＼容療率の割増しを受けられる総軍掛制度を活用

できる敷地の規模の下限が弾力的に引き下げられるよう特定行政庁に対して要請を

行うなど、制度の積固勺活用を図る。

②　住宅に係る容接客酷師こついて、地下室の床面横の取扱いにつき見直しを行う。

（4）住宅建設コストの低減

良質かつ低廉な住宅の供給を実現し、潜在的な住宅投資需要を喚超するため、次の

各措置を講ずる。

①　住宅建設コストを低減するためのアクション・プログラムを策定し各種規制の

合理化、消費者への惇抽動乱住宅輸入や外国住宅部品、建材の円滑な導入等を進

めることにより競争条件を整備するとともに生産・疎通の合理化、技術開発等を

推進することにより、住宅関連産業の発展に向けた環境を整備しつ1住宅建設コ

ストの引下げを図草。

②　定期借地権制度の利用により安価な住宅宅地の供給を促進するため、制度を広く

周知し、その普及定着を図るとともに、制度の利用が円滑に行われるよう適正な市

場の育成等諸条件の整備を行う。
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（5）住宅宅地供給のための諸施策

中堅所得者向けの優良な公的賃貸住宅の供給鼠公共賃貸住宅の建て替え及び改善、

住宅宅地関連公共施設の整備等を推進する。

4．民間設備投賢を促進するための税制上由措置

引き続き民間設備投資の促進を図るため、

①　中／j唾業者等の機械装置＋般及び事務処理の能率化等に資する一定の器具備品（

10設備）を対象に中小企業の設備投資を支援するため、30％の特別償却と7％

の税額控除を選択適用する中／j個数鍛資虎進税制、

②　時短・就業環墳改善、環馳輸入促進等に配直した省力化・合理化投資を支援

するた玖3－0％（中小企業は36％）の特別償却と7％（中4唾葉は8．．4・％）の

税額控除を選択適用する高度等カイヒ投資促進税制．

について、平成6年度税制改正において、適用期限（平成6年6月30日）を平成6年

12月31日まで延長する。

ll．課題を抱える分野における重点的施策の展開

1．土地の有効利用の促進

土地の有効利用を通じ公葬事業、住宅建設、都市開発や民間事業等の推進を図るた

め、公共用地や民間都市開発事業用地の先行取得のほか、土地の有効利用等のための税

制上の措置、適切な有効利用を支援するための仕組みの整備、不動産取引情報の充実、

監視区域制度の弾力的運用、不動産共同投資のための事業環境整備等土地の有効利用を
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円滑に進めろための措置を講ずる。

（1）公共用地の先行取得

①公共事業等の円滑な実施を図るとともに土地の有効利用にも資するた敵地防

動向に十分配慮しつつ、公共投資等の拡大のうち、次のとおり総額2兆2，800

億円の規模で公共用地の先行取得を行う。

（a）国庫債務負担行為を含め」投公共事業として事業費6，100億円を追加する。

（b）都市開発資金融通特別会計、特鋼耐串け会計等において、事業費L

300億円を追加する。

（C）日本道路公団等の事業費1，400億円を追加する。

（d）地方公共団体等における用地の先行取得の積極的促進を引き続き図るため、土

地開発基金及び土地開発公社の活用を図るとともに公共用地先行取得債等によ

る積極的な対応を図ることにより、今後平成6年度を含めて、1兆5，000億

円の規陳で事業費の拡大を要請する。

②　用地の先行取得を円滑に推進するため、次の措置を講ずる。

（a）地方公共団体による公共施設等のための用地取得を促進し、都市施設の整備や

再開発を推進するため、・’都市開発資金融通特別会計の融資制度を拡充する。

（b）大師市地域において住宅・者肺整備公団が行う良質な住宅宅地供給を適切に推

進するため、出資金により用地の先行取得を促進する制度を拡充する。

（C）地方住宅供給公社による大都市地域の工場跡敵国鉄清算事業団用地等の先行

取得を促進し、住宅市街地の形成を推進するため、用地取得に伴う利子負担を軽

減するための助成制度を創設する。

（d）市街化区域内において平成6年度末までに均方公共団体等が行う相当規模以上

の基幹的な公共施設の用に供するための土地の先行取得については、利子負担軽

減のため所要の措置を新たに講ずる。
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（2）民間都市開発事業による土地の有効利用の推進

罠間事業者による優良な都市開発事業の円滑な推進を確保するため、㈲民間都市開

発推進蹟構において、民間都市開発事業の用に供する土地の先行的な取得を行う制度

を創設する（5年間の措鼠事業剰莫5，00°0億円）。

また、同彿陣による低利融資等の支援措置の対象となる地域を、当分の間、東京

、23区等三大者肺圏の都心部にまで拡充する等により、民間事業者による十定の都市

開発事業を支援し都市機能の増進を図る。

（3）・土地の有効利用等のための税制上の措置

土地関連の税制に関しては、土地取引をめぐる諸事情を踏まえ、．土地基本法に基づ

く制度の基本的枠組みの中で土地の有効利用等に資する観点から、．時限的に、以下の

ような有効かつ適切な措直を平成6年度税制改正において請ずる。

①市街地における土地の有効利用を促進するため、業務用を含む匪良建討勿を建設

する事業等のために土地等を譲渡した場合教新たに長期譲渡所得に対する軽減税

率の適用対象とする（法人の場合は10％追加課税を行わない）。

②　企業の長期保有資産を利用した設備投資の促進を図るため、長期保有の土地諷

建物又は構築物を譲渡し三大都市圏の既成市街地等以外の地域内にある建物、構

笥
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適正な範囲内で引き上げる。

④　㈲民間都市開発推進隣構の活用による都市開発事業用地の先行取得と都市開発事

業の実施を支援するため、所要の税制上の措置を講ずる。

また、三大都市圏の特定市の市筏化区域における特別土地保有税の課税の特例（い

わゆるミニ保有税）は、平成6年1月1日以後に取得された土地については適用しな

いこととし、平成6年度税制改正において所要の措置を請ずる。一
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（4）土地の有効利用を円滑に進めるための措置

①∴低未利用地有効利用促進協議会の設置等

都心部における低寿腑地についての詳細な実酎巴握を緊卸こ行うほカ＼地方公

共団体客を構成員とする低未利用地棚順促進鮎義会を設置して、低未利用地に

関する情報の交換等朝子うとともに、これを踏まえた地包含共団体による計画策定

を行うことによって、地域の実情に合った土地の有効利用を推進する。

②　土地取引関連情報の充実

証券、商品と比較して整備が遅れている不動産取引市場に対し不動産取引を行

●　う際の基綻情報である市陽相場を櫻動的に把握し提供することができるよう、不動
産流通隣構に昔蹟された地住宅等の成約情報を機動的に加工分析し不動産市

況情報として提供を行うためのシステムを整備する。

③　監視区域糾度の弾力的運用

監視封或制度については、期間を定めて区域を指定し届出対象面積を適切に設

定、変更し、指定の事由がなくなった時に解除するという磯勒的かつ弾力的な運用

を前提とした制度であることにかんがみ、引き続き、最近の地価動向等を踏まえて、

地域の実情に応じた区域の指定、届出対象面棟の緩軋指定の解除を行う等制度の

弾力的な運用を図る。

④　不動産共同投資のための事業環境整備

広く資金等の提供を受けて不動産事業を行い資金等の提供者である事業参加者に

収益の分配等を行う事業について、事業参加者の保護のあり方についての検討を含

め、事業環境の整備を行い、その健全な発展を図る。

2．中小企業対策等

厳しい経営環境に直面している中！J唾葉等を支援するため、次のとおり、中小企業が
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その経営環境の構造的な変化を克服しつつ活力を発揮できるよう支援策を強化するとと

もに一層の経営安定と活性化を図るための金融措置の拡充を行うこととし、これによ

り総額1兆3，00▼0億日を超える蜘存関係中！j唾葉金融戯関等の貸付頚膜の追加を実l

施する。

（1）中Jj、企業の構造的な経営環境の変化への対応の支援

①企業家粁中に富み将来成長の可能性があるや小企業の調和閥を強力に支援す

るため、事業性を的確に評価するための審査体制の確立等を図りつつ、貸付けの一

部を無担保で行う新事業育成票何制度を中小企業金融公庫に創設する。

②　厳しい経営環境の中で、人材を確保しつつ事業の拡大を行う中小企業を支援する

ため、国民金融吟庫、中′J唾棄金融公庫等に中小企業成轟支援特別贋弼制度を創設

する。

③　中小企業の新分野進出等の努力を一層支援するため、特定中小企業者の新分野進

出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の適用範囲の拡

充を図るとともに全国各地において、新分野進出等に成功した事例についての研

．究会の開催等を行う。

また、同法に定める特融中小企業者等に対し平成6年度税制改正において、設

備投資減税、試験研究関連馳糾及び欠損金の繰戻し還付の特例措置を講ずる。

，④　低迷の続く中小企業の設備投資に対する継続的な支援を行う・ため、平成6年度税

制改正において、中小企業晰刺及び高度省力化投資促進税制の適用期

限を平成6年12月31日まで延長する。．

（2）中4脚策
・①　中小企業の資金繰りを一層支援するため、国民金融公庫、中小企業金融僻こ

おける運転資金支援特別貸付制度にっいて、要件緩和こ貸付規険の追加及び取扱期

間の延長を行うとともに、連鎖倒産防止の観点から貸付対象の拡充を行う。

－88－

i・

●



土

E

だ

叢

登

②朝喰業の一層の経営安定を図るた玖緊鮎脚珊腰の要件緩和、貸付

華族の追加及び取扱期間の延長を行う。

③国民金融公鼠中小企業金融公庫等に高金利の既往債務を弔する中小企業の返済

を円滑化するた臥返済資金緊急特別貸付制度について、高金利部分の金利の支払

いを」却勺に繰り延べることができる措置の導入取扱期間の延長等を行う。

④担保不足により資金繰りが悪化している中小企業や親企業の工場閉鎖等の影響を

受ける下請中小企業を支援するため、中小企業信用保険疎の保険限度額が倍額とな
l

る特定業種等の指定を弾力的に行うと‘ともに、特定業種に属し支援の対象となる中

／J、企業の認定要件の緩和を行う。

⑤　中小林業・漁業者等に対する金融の円滑化を図るため、木材産業等靭酎ヒ推進資

金の貸付枠の拡充等を行う。

（3）中小流通業対策

①　厳しい経営環境に直面している商店街の矧酎ヒを一層推進するため、中小企業事

業団の高度化融資制度に、中小企業が商店街又はその隣接地域に公共的施設を含む

個店集積体を作りこれを核として商店街の活性化を行う事業（商店街パティオ事業）

を創設する。

②販売促進を図るための人材確保を準じて中／J囁適業の発展基盤の」書の整備を行

うため、国民錮抽象中／J唾莞金融公庫等における中力憫耐串甘

貸付について資金使途を追加する。

（4）地域中小企業対策

困難な状抑こある地域中小企業の活性化を図るため、国と地方公共団体が協調して

＿行う地域中／j噴射描け支援貸付制度を創設する。
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